
 

令和８年５月 

事業者 各位 

関東運輸局群馬運輸支局長 

 

令和８年度整備主任者技術研修の実施について 

 

 標記研修について、下記のとおり実施しますので、事業場にて選任されている整備主任者（事

業場毎に１名以上）が本研修を受講されるよう、ご対応をお願いします。 

 

記 

 

１．対   象   者  選任されている整備主任者（事業場毎に１名以上） 

２．日 時 及 び 場 所  別紙日程表のとおり 

３．研  修  内  容    学科研修 

・新機構、新装置について 

          実習研修 

          【大型車】 

           ・スキャンツールによる故障診断 

          【小型車】 

           ・スキャンツールによる故障診断  

         【二輪車】 

           ・動力伝達装置及びブレーキ装置の構造・機能と点検整備 

４．費 用  研修費用 １２，０００円（税込・資料代を含む）        

５．持 ち 物  整備主任者研修受講票（各個人別に記入） 

自動車整備士技能者手帳 

           筆記用具 

 

 

関係法令（道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第八号） 

整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。 

イ 整備主任者として新たに届け出た者 

ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 

 

群馬運輸支局 整備担当           

TEL ０２７－２６３－４４４０選択番号４番 

一般社団法人群馬県自動車整備振興会 教育部 

 TEL ０２７－２６１－０２２２       

 

 



 

 

令和８年度 整備主任者《技術》研修受講票 

 

令和 ８年  月  日 

（ふりがな）  生 年 月 日 

 

氏   名 

 
大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成 

年   月   日 

認 証 番 号 ７－  

事業場名称   

事業場所在地 群馬県  

 

※１．氏名、生年月日、認証番号、事業場名称、事業場所在地を記入のうえ、研修会

場の受付に提出してください。 

２．受講者１名につき１枚の提出をお願いします。 

 



 令和８年度 

  
 
 令和８年度の整備主任者技術研修を下記のとおり開催いたします。 
 整備主任者の技術研修は、１事業場１名以上の整備主任者の受講が義務付けられてお

りますので、必ず受講されますよう宜しくお願いいたします。 
  
  

記 
１．日  時 １０時から１７時 

６月 ４日（木） トヨタ① ８月 ２０日（木） ホンダ① 
５日（金） トヨタ② ２１日（金） ホンダ② 

１０日（水） トヨタ③ ９月  ２日（水） スズキ① 
１１日（木） トヨタ④ ３日（木） スズキ② 
１２日（金） トヨタ⑤ ４日（金） スズキ③ 
１７日（水） トヨタ⑥ ７日（月） スズキ④ 
１８日（木） トヨタ⑦ １０日（木） スズキ⑤ 
２４日（水） トヨタ⑧ １１日（金） スズキ⑥ 
２５日（木） トヨタ⑨ １６日（水）  ダイハツ① 
２６日（金） トヨタ⑩ １７日（木） ダイハツ② 

７月 １日（水） トヨタ⑪ １８日（金） ダイハツ③ 
 ２日（木） トヨタ⑫ ２８日（月） 大 型① 
３日（金） トヨタ⑬ ２９日（火） 大 型② 
８日（水） トヨタ⑭ ３０日（水） 大 型③ 
９日（木） トヨタ⑮ １０月 １日（木） 二 輪① 

  １０日（金） トヨタ⑯    ２日（金） 二 輪② 
１５日（水） トヨタ⑰ １１月２５日（水） 日 産① 
１６日（木） トヨタ⑱ ２６日（木） 日 産② 
２２日（水） スバル① ２７日（金） 日 産③ 
２３日（木） スバル② １２月 ２日（水） 日 産④ 
２４日（金） スバル③ ３日（木） 日 産⑤ 
２９日（水） 三 菱① ４日（金） 日 産⑥ 

８月 ６日（木） マツダ①   
 
２．場  所 群馬県自動車整備振興会 教育センター２階 
 
３．研修費用  １２，０００円（税込・資料代含む） 
 
《問合せ先》  振興会教育部 電話 ０２７－２６１－０２２２ 


